
　秋田市水道事業給水条例および秋田市小規模水道施設条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

　　令和６年３月19日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第44号 

 

　　　秋田市水道事業給水条例および秋田市小規模水道施設条例の一部を

改正する条例 

　次に掲げる条例の規定中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

　(1) 秋田市水道事業給水条例（昭和35年秋田市条例第８号）第７条第１

項および第37条第２項ただし書 

　(2) 秋田市小規模水道施設条例（平成16年秋田市条例第127号）第５条

 および第23条第２項ただし書

 

　　　附　則 

　この条例は、令和６年４月１日から施行する。


